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健康食品の利用状況

消費者庁「第１回健康食品の表示に関する検討会」より。

消費者庁資料によ
れば、２００８年の健
康食品市場は、トク
ホを除いて、１兆１３
５０億円。

トクホは、２００９年
で５５００億円。
（日本健康・栄養食品
協会調べ）
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健康食品の利用状況

消費者庁「第１回健康食品の表示に関する検討会」より。
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健康食品の利用状況

• 健康食品に、「医薬品に該当する成分を配合し
たり、医薬品と紛らわしい効能などの広告を行う
こと」は、法律で禁止

日本医師会・厚生労働省・国立健康・栄養研究所「健康食品に寄る健康被害の未然
防止と拡大防止に向けて」より

• 違法とされた製品の８８％が、医薬品成分が混
入されていた。そのうち、１１．８％で、健康被害
が発生。

• 大部分が個人輸入。違法製品に表示されていた
主な効果・効能は、「強壮・強精」、「肥満抑制」、
「血糖」、「関節やリウマチ」など
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医療提供者の立場から見た健康食品の問題点

• 副作用、アレルギー等
健康の保持等に効果のある成分（未知の成分含む）を濃縮して含有
医薬品成分の含有（医薬品にしか使用が認められていない場合、国
内未承認の成分の場合を含む）

• 医薬品との相互作用
患者が健康食品を摂取していることを伏せている場合は、相互作用の
把握、原因究明に、遅れが出る

• 国民・患者の多種摂取、過剰摂取
多くの種類の食品を、一度に摂取
用量を大幅に超えた摂取

• 過大な宣伝方法
 「がんが治る」などの宣伝を信じた場合は、適切な時期に、医師の診
療を受けるチャンスを逸失するおそれ

• 医師における健康食品の成分や有害性等に関する情報不足

• 医師が、患者の健康食品の摂取状況を把握できていない
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日本医師会のいわゆる「健康食品」への対策

• 「食品安全に関する情報システム」モデル事業の実施
（平成１８～２１年度）

• 厚生労働科学研究「健康食品における安全性確保を目
的とした基準等作成のための行政的研究」への参加
（平成２０・２１年度）

• 書籍「健康食品のすべて」の推薦

• 書籍「いわゆる健康食品・サプリメントによる健康被害
症例集」の監修

（国民生活安全対策委員会委員が編集）

• ＷＥＢ版「健康食品のすべて」ナチュラルメディシン・
データベースの無償閲覧

• パンフレット「健康食品による健康被害の未然防止と拡
大防止に向けて」の作成・配布：全会員



7

日本医師会から医師会員への情報提供

例）健康食品のデータベース
（ＷＥＢ版）の提供
 日本医師会員が、容易に、健康
食品の成分や被害事例に関する
解説にアクセスできる環境づくり。

 世界最大級の健康食品データ
ベースで，健康食品の有効性，
安全性，医薬品との相互作用
（飲みあわせ）などを網羅。

 アメリカのＦＤＡ（食品医薬品局）
やＮＩＨ（国立衛生研究所）をはじ
め，欧米各国などの国家行政機
関も公式採用。

 日本でも、国立健康・栄養研究
所で利用。

（日本医師会員専用サイト）
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例 α-リポ酸を含む「健康食品」

• 厚生労働省の研究班による全国調査
で、「自発性低血糖症」を発症した患
者１８７名中、１９名が「健康食品」を
摂取しており、そのうち１６名がα-リ
ポ酸を摂取していることが判明。

• α-リポ酸を含む健康食品を摂取して
いて、冷や汗や手足の震えといった症
状が現れた場合には、すみやかに摂
取を中止する必要がある。

• 日本医師会からも、各都道府県医師
会を通じて、医師会員（＝全国の病院、
診療所）に伝達した。

（２０１０年４月１６日付読売新聞朝刊）



「食品安全に関する情報システム」
モデル事業
2007年1月～2010年3月
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業
（2007年1月～2010年3月）

• 参加医師会（１７）
 北海道ブロック：北海道医師会
 東北ブロック：青森県医師会、福島県医師会
 東京ブロック：東京都医師会
 関東甲信越ブロック：千葉県医師会
 中部ブロック：石川県医師会、岐阜県医師会
 近畿ブロック：兵庫県医師会
 中国四国ブロック：岡山県医師会
 九州ブロック：全県医師会

• 参加医師会員：約３万５千人

• 情報提供、判定の状況（2010年3月末）
情報提供件数：５０件、９６製品

定点観測方式、セミ
ナーの開催、新聞で
の紹介など、各医師
会で、様々な取り組
みを実施
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業
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２００６年度から２００９年度までの事業。
全国１７都道県で実施。
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（１）かかりつけの医師からの情報提供

• モデル事業参加の医師会員が、
患者の診察から健康被害を覚知したときに、
情報提供票に記入して、
都道府県医師会を通して情報提供してもらう。

• 「健康被害」（疑いの場合を含む）
① 患者の症状が、健康食品と何らかの関連がある
② 患者の服用している医薬品と、健康食品との間に、相
互作用がある

③ 宣伝文句を過信した患者が、その健康食品に依存し
てしまい、治療を中断してしまった
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情報提供票（１頁）

•記入事項
• 患者の基本情報（性別・年齢等）
• 基礎疾患、既往症
• 服用している医薬品
• 今回の症状、異常所見、診断名等
• 症状等と健康食品との関連性（過剰摂取、
アレルギー、有害成分、医薬品との相互
作用など）

• 症状と健康食品との関連性のエビデンス
• 「医学的に推定」、「医学的に疑い」等

• 重篤度
• 「重大な症状」、「全身的症状」、「局所
的症状」など

• 治療の経過、転帰
• 食品の基本情報

• 食品名
• 主な成分
• 食品の摂取目的
• 食品の入手方法
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情報提供票（２頁）

•記入事項
• 患者が、自分をかかりつけ医にしてい
るか否か

• 医師・医学博士や、「医師」に類似した
肩書きの持ち主が、その食品の販売
や推薦をしているか否か

• 医師が、患者が健康食品を摂取して
いることを知ったきっかけ

• 患者が、医師に、健康食品を摂取して
いることを伏せていたか否か

• その他、意見・要望
• 情報提供をした医師会員の基本情報
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（２）提供された情報に対する判定

真正性

（エビデンス）

緊急性

（重篤度）

重要性

（情報件

数）

５：医学的検証済 ５：死 亡 ５：11 以上

４：医学的に推定 ４：重大な症状 ４：8～10

３：医学的に疑い ３：全身的症状 ３：6～7

２：不 明 ２：局所的症状 ２：4～5

１：関連なし １：そ の 他 １：１～3

第１次判定：日本医師会
↓

第２次判定：国民生活安全対策委員会
↓

レベル付けの実施

レベル

５;警告・禁止

４;注意喚起

３;要監視

２;要観察

１;保 存

判断基準

※2010年度より開始する「健康食品安全情報システム」事業では、判定を行
う委員会、判断基準に変更が起きている。
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（３）判定結果に基づく対応

• 地域医師会・医師会員への情報提供、注意喚起

• 厚生労働省等への連絡

ただし、次の課題があるため、実現には至らなかった。
１）エビデンスの蓄積が不足
２）風評被害等の法的リスクの存在
３）多くの成分を含有している場合は、原因成分の特定が困難

４）健康被害の主たる要因が、健康食品そのものではなく、患者の過剰摂
取である可能性も多い

特定の製品・業者を非難・排除するのではなく、健康被害を
もたらす成分や、健康食品との付き合い方について、国民や
医師への啓発を行い、被害の発生防止を行うことが重要
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

患者の状況（性別×年齢）
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20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代

1.男性 2.女性 3.不明

女性が全体の７割を占める。また年齢別では、６０代以上の男女
が約７割を占めている。

N=50
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

真正性（エビデンス）×緊急性（重篤度）

緊急性

総計その他

（軽症）

局所的

症状

全身的

症状

重大な症

状
死亡

真
正
性

無記入 1 1 2

1.関連なし 1 1

2.不明 7 2 9

3.医学的に疑い 11 7 2 1 21

4.医学的に推定 1 4 7 4 16

5.医学的検証済 1 1

総計 20 12 12 6 0 50

１５件
（30.0％）

エビデンスが「医学的に疑い」以上で、かつ、重篤度も「全身的症
状」以上と、比較的重要性の高い事例は、全体の約３割。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

性別×症状等と摂取食品との関連性

性別
食品の

過剰摂

取

アレル

ギー

有害成

分含有

医薬品

との相

互作用

食品依

存によ

る中断

その他 総計

1.男性 5 4 4 13

2.女性 6 7 16 6 7 42

3.不明 2 1 1 4

総計 6 14 21 6 0 12 59

※複数回答。N=50

• 症状と食品との関連性を見ると、アレルギーが２９．１％、有害成分含有が４３．
８％を占めている。

• 「食品の過剰摂取」の指摘は比較的少ないが、一人で１８製品を摂取していた
例が１件あった。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

治療の経過・転帰×第２次判定結果

治療の経

過・転帰

Ｌｖ．１

保存

Ｌｖ．２

要観察

Ｌｖ．３要

監視
Ｌｖ．４
注意喚起

Ｌｖ．５
警告・禁止

総計

1.回復 2 4 7 7 2 22

2.軽快 3 2 9 7 21

3.未回復 1 1

4.死亡 0

5.後遺症 1 1

6.未記入 2 2 1 5

総計 7 6 19 15 3 50

• 治療の経過をみると、回復・軽快が全体の８６．０％であった。しかし、その内
７４．４％が、エビデンスや重篤度が比較的高く、第２次判定の結果も重いも
のとなった。

• 転帰が良好だからといって、必ずしも軽視すべきではない。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

性別×健康食品の摂取目的
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ダイエット美容 健康の保持増進 疾病の予防 治療 その他

1.男性 2.女性 3.不明 ※複数回答 N=50

• ６２．０％の事例が、「健康の保持増進」を目的として、健康食品を摂取してい
た。また、「疾病の予防」、「治療」が１２．０％であった。

• そのような目的で摂取する健康食品は、医薬品の成分を使用している場合も
多いとみられ、健康被害の発生リスクが比較的高いと推察される。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果

性別×健康食品の購入方法
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店頭購入 （ネット）通販 訪問販売 個人輸入 その他

1.男性 2.女性 3.不明 ※複数回答 N=50

• 健康食品の購入方法では、「店頭購入」 が３０．０％、「ネットを含む通信販売
が２２．０％であった。

• 薬局や薬剤師による購入者への説明、啓発が、必要である。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果
かかりつけ医の有無×患者がその健康食品を摂取していることを
知ったきっかけ

無回答

患者が

自発的

に相談

問診で
患者の

症状で
その他 総計

かかりつけ医

では無い
4 6 1 11

かかりつけ医 13 9 11 6 39

総計 4 13 14 12 6 50

• 患者と医師との関係をみると、当該患者のかかりつけの医師であった事例は
７８．０％と多くを占めた。

• また、患者が健康食品を摂取していることを知ったきっかけを見ると、「患者が
自発的に相談したので」が１３件、「患者の症状で」が１１件と、合計４８．０％を
占めた。

• かかりつけの医師として、患者から信頼され、また患者をつぶさに観察してい
ることが示された。
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「食品安全に関する情報システム」モデル事業の結果
かかりつけ医の有無×健康食品を摂取していることを医師に伏せていた

健康食品を摂取し

ていることを医師に

伏せてはいない

伏せていた 総計

かかりつけ医

では無い
8 3 11

かかりつけ医 18 21 39

総計 26 24 50

• 当該患者のかかりつけの医師であった事例：３９件の内、患者が「健康食品」
を摂取していることを当該医師に伏せていた例が、５３．４％（２１件／３９件）
と過半数を占めた。

• したがって、患者に健康食品の摂取状況を尋ねたり、その健康被害リスクを
説明したりすることを含め、かかりつけ医機能の推進が重要であるといえる。
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モデル事業から、全国展開へ

• モデル事業を通して、健康食品による健康被害には様々
な課題があること、地域医師会や医師会員に対する情報
提供、国民・患者への啓発・広報活動の重要性が認識さ
れた。

• モデル事業参加都道府県医師会を対象としたアンケート
でも、全国展開を求める意見が多くあった。

日本医師会として、モデル事業を全国に展開し、
いわゆる「健康食品」の健康被害に対する情報
システム構築に寄与することとした。
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「健康食品安全情報システム」事業

「食品安全に関する
情報システム」モデル事業

（2006’～2009’）

「健康食品安全
情報システム」事業

（2010’～）

趣旨・目的

「かかりつけの医師」（＝日本医
師会員）に、国民の健康な生活に
とって脅威となる問題の情報提供
をしてもらい、さらに、提供された
情報に基づいて検討し、現場に還
元して診療等に役立ててもらうシ
ステムを構築するため、「健康食
品」をモデルとして取り上げたもの。

趣旨・目的

モデル事業を通して、健康食品
による健康被害、地域医師会や医
師会員に対する情報提供、国民・患
者への啓発・広報活動の重要性が
認識された。

これを受け、日本医師会として、
モデル事業を全国に展開して、健康
食品の被害に対する情報システム
構築に寄与することを目標とする。

全
国
展
開
へ
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「健康食品安全情報システム」事業
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（国民生活安全対策委員会での審議、都道府県医師会等へのアンケートなど）
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日本医師会
日本医師会
会 員 日本医師会
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日本医師会

「健康食品安全情報システム」事業

都道府県医師会

全ての
日本医師会員

委員会にて判定

診療の現場から
情報を集め、

資料をつくって、
診療の現場に
フィードバック。

同時に、診療に
役立つ健康食品の
データベースを提供
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日本医師会の紹介

日本医師会は、医師の医療活動を支援する、民間

の学術団体。

各種の調査・研究や国際交流などを通じて、これか

らの医療のあり方を考え、よりはたらきやすい医療環

境づくりと国民医療の推進に努めている。

○日本医師会の目的

［日医定款第４条］

本会は，医道の高揚，医学及び医術の発達並びに公衆
衛生の向上を図り，もって社会福祉を増進することを目的
とする。
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「医師会」とは？

• 開業医の団体？

→日本医師会員の約半数は、勤務医。

→ 「勤務医部会」、「勤務医委員会」など、勤務医の意見

を集約するシステムもある。

→ 都道府県医師会によっては、役員に、勤務医枠がある。

• 日本医師会は、全国の大多数の医師を会員とす

る唯一の組織。

日本医師会・地域医師会は、全ての医師の代表
として、医療政策に関わっている。
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医師会の構成

郡市区医師会
（８００以上）

都道府県医師会
（４７）

日本医師会

勤務医・研修医の
会員

８万１１１９人
（４９％）

開業医等の会員
８万４６４９人
（５１％）

日本医師会の会員資格は、都道
府県医師会の会員であること

都道府県医師会の会員資格は、
郡市区医師会の会員であること

郡市区医師会に加入

大学医師会
など

大都市などでは
地区医師会も

2010年12月1日現在

【参考】
2008年12月現在の総医師数

286,699人



32

日本医師会ＷＥＢサイト

http://www.med.or.jp/
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ご清聴ありがとうございました。

日本医師会


